
議案第１０４号                   
 

令和７年度松山市一般会計補正予算（第５号）  

 

  令和７年度松山市一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８９９，７１４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２４２，６７６，６３７千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

予算補正」による。  

  （債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の追加及び変更は，「第２表債務負担行為補正」による。  

  （地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。  

 

                           令和７年１１月２８日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市一般会計)

歳　入

 1 69,973,000 千円 1,537,000 千円 71,510,000 千円

 2 30,901,000 1,537,000 32,438,000

14 762,327 2,200 764,527

 1 66,077 2,200 68,277

17 19,823,322 26,400 19,849,722

 2 4,518,761 26,400 4,545,161

20 18,364,152 5,594 18,369,746

 1 18,079,323 5,594 18,084,917

22 9,057,508 8,020 9,065,528

 5 5,111,443 8,020 5,119,463

23 13,948,300 320,500 14,268,800

 1 市債 13,948,300 320,500 14,268,800

  合　　　　　計 240,776,923 1,899,714 242,676,637

 2 18,645,738 千円 109,850 千円 18,755,588 千円

款 項 補正前の額 補　正　額 計

市税

固定資産税

分担金及び負担金

分担金

県支出金

県補助金

繰入金

基金繰入金

諸収入

雑入

市債

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　

歳　出

総務費

項款 補正前の額 補　正　額 計
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 2 2,316,346 109,850 2,426,196

 3 123,317,358 999,972 124,317,330

 1 55,365,810 96,784 55,462,594

 2 児童福祉費 45,944,019 369,847 46,313,866

 3 生活保護費 22,007,529 533,341 22,540,870

 4 16,871,994 43,026 16,915,020

 1 保健衛生費 3,466,204 41,600 3,507,804

 2 保健所費 6,262,332 1,426 6,263,758

 7 8,223,052 90,188 8,313,240

 2 観光費 1,819,932 90,188 1,910,120

 8 23,121,905 577,998 23,699,903

 2 道路橋梁費 3,427,349 22,640 3,449,989

 3 河川費 1,029,118 55,700 1,084,818

 4 港湾費 769,200 300,016 1,069,216

 5 都市計画費 13,032,833 199,642 13,232,475

10 22,313,734 78,680 22,392,414

 6 保健体育費 8,494,048 78,680 8,572,728

  合　　　　　計 240,776,923 1,899,714 242,676,637　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　

商工費

土木費

社会福祉費

教育費

衛生費

民生費

徴税費
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事 項 期 間 限 度 額

千円

広 報 ま つ や ま 等 配 送 事 業 令和７年度～令和１０年度 ２３２，６００

令和７年度～令和１２年度 １，３９３，４００

松 山 市 愚 陀 佛 庵 指 定 管 理 委 託

文 学 賞 運 営 業 務 委 託 令和７年度～令和８年度 ２２，０００

広 報 ま つ や ま 発 行 事 業 令和７年度～令和８年度 ８２，３００

平 井 保 育 園 運 営 委 託

５３，７００

デ ー タ エ ン ト リ ー 業 務 委 託
( 令 和 ８ 年 契 約 分 ）

令和７年度～令和１０年度

令和７年度～令和９年度 ３２，８００

第２表　債務負担行為補正（松山市一般会計）

１  追 加

職 員 健 康 診 断 等 業 務 委 託 令和７年度～令和８年度 ２５，０００
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事 項 期 間 限 度 額

千円

令和７年度～令和８年度

予 防 接 種 ワ ク チ ン 供 給 業 務 委 託

堀 江 保 育 園 運 営 委 託 令和７年度～令和１２年度

松 山 市 営 斎 場 火 葬 等 業 務 委 託

令和７年度～令和８年度

狂 犬 病 予 防 業 務 委 託

６７７，０００

３，８００

ク ル ー ズ 船 受 入 等 業 務 委 託

令和７年度～令和１０年度

４，０００

道 路 等 管 理 事 業
（ 安 城 寺 町 ）

道 路 等 管 理 事 業
（ 河 野 中 須 賀 ）

８４５，０００

１６５，６００

令和７年度～令和８年度

一 般 土 地 改 良 事 業
（ 正 岡 神 田 ）

４，０００

令和７年度～令和８年度

令和７年度～令和８年度

令和７年度～令和８年度 １１，２００

５，０００
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事 項 期 間 限 度 額

千円

河 川 水 路 管 理 事 業
（ 平 井 町 ）

中 島 B ＆ G 海 洋 セ ン タ ー 及 び
西 中 島 多 目 的 広 場 指 定 管 理 委 託

令和７年度～令和１０年度 １９２，１００

令和７年度～令和８年度 ３，０００

３，０００令和７年度～令和８年度

生 活 道 路 整 備 事 業
（ 市 道 伊 台 33 号 線 ）

令和７年度～令和８年度

令和７年度～令和８年度

１７，０００安 全 歩 行 空 間 整 備 事 業
（ 市 道 高 浜 22 号 線 ）

令和７年度～令和８年度

河 川 水 路 管 理 事 業
（ 下 伊 台 町 ）

１６，０００

１６，０００令和７年度～令和８年度

１８，０００

５９，０００令和７年度～令和８年度

生 活 道 路 整 備 事 業
（ 市 道 堀 江 93 号 線 ）

市 営 上 屋 維 持 管 理 事 業
（ 中 島 大 浦 ）

生 活 道 路 整 備 事 業
（ 市 道 桑 原 73 号 線 ）
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事 項 期 間 限 度 額

千円

松 山 中 央 公 園 プ ー ル 指 定 管 理 委 託 令和７年度～令和１０年度 １，１９１，６００
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千円 千円

愚 陀 佛 庵 整 備 事 業 令和７年度～令和８年度 令和７年度～令和８年度５３，０００ ７３，０００

２  変 更

事 項

補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
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起債の方法 利率 償    還    の    方    法 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

道 路 建 設 等 事 業

同　　上

同　　上 同　　上

都 市 計 画 事 業 2,810,000 同　　上 同　　上 同　　上 2,990,000 同　　上 同　　上

同　　上 同　　上 同　　上

港 湾 等 建 設 事 業 200,000 同　　上 同　　上 同　　上 320,000 同　　上

880,000

河 川 等 改 修 事 業 40,000 同　　上 同　　上 同　　上 60,000

補　　　正　　　後

限     度     額 限     度     額

 
 １   借入先
      財務省，地方公共
   団体金融機構その他

 ２   借入方法
      普通貸借又は証券
   発行の方法による。

 ３   借入時期
      令和７年度。ただ
    し工事又は財政の都
    合により起債額の全
    部若しくは一部を翌
    年度に繰り越し借入
　　れすることができる。

年５％
       以内

（ただし，利
率見直し方
式で借り入
れる政府資
金及び地方
公共団体金
融機構資金
等につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率。）

 
 1   償還期限
      ３０年以内（内据置
    ５年以内）
　
 ２   償還額及び財源
      一般財源及び事業
   収入等により元利均等
   又は元金均等償還する。
　 ただし必要に応じ繰上
   償還，償還期限の短縮
   又は低利債に借換えす
   ることができる。

 ３   財務省，地方公共団
   体金融機構その他より
   借り入れる場合において
   前各号の償還の方法が
   借入先の融通条件に抵
   触するときは，その融通
   条件によることができる。

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正前
と同じ

870,000

第３表　地方債補正（松山市一般会計）

１  変 更

起  債  の  目  的
補　　　正　　　前

-27-



 

-28-



  議案第１０５号  

 

令和７年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第３号）  

 

  令和７年度松山市競輪事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

                           令和７年１１月２８日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市競輪事業特別会計）

１  追 加

松山中央公園多目的競技場宿舎管理業務委託 令和７年度～令和１０年度 ５５，２００
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  議案第１０６号  

 

令和７年度松山市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）  

 

  令和７年度松山市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。  

  （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は，「第１表債務負担行為補正」による。  

 

 

 

 

 

 

 

                           令和７年１１月２８日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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事 項 期 間 限 度 額

千円

第１表　債務負担行為補正（松山市国民健康保険事業勘定特別会計）

１  追 加

特 定 保 健 指 導 業 務 委 託
（ 令 和 ８ 年 契 約 分 ）

令和７年度～令和９年度 ２０，８００
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  議案第１０７号  

 

令和７年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）  

 

  令和７年度松山市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６，３６５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  

 ５３，１３５，５１７千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

 予算補正」による。  

 

 

 

 

                           令和７年１１月２８日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市介護保険事業特別会計)

歳　入

 8 0 千円 56,365 千円 56,365 千円

 1 0 56,365 56,365

53,079,152 56,365 53,135,517

 4 251,882 千円 56,365 千円 308,247 千円

 1 16,390 56,365 72,755

53,079,152 56,365 53,135,517

繰越金

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　

歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

繰越金

  合　　　　　計

計

償還金及び還付加算金

  合　　　　　計

款 項 補正前の額 補　正　額

諸支出金

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　
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議案第１０８号  

 

令和７年度松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計補正予算（第２号）  

 

  令和７年度松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正）  

第１条   歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，０００千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ  

 ９１，３１１千円とする。  

２   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出  

 予算補正」による。  

 

 

                           令和７年１１月２８日提出  

 

                                                    松山市長     野     志     克     仁  
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第１表　歳入歳出予算補正 (松山市勤労者福祉サービスセンター事業特別会計)

歳　入

 1 50,800 千円 2,740 千円 53,540 千円

 1 50,800 2,740 53,540

 3 7,780 1,260 9,040

 1 7,780 1,260 9,040

87,311 4,000 91,311

 1 86,311 千円 4,000 千円 90,311 千円

 1 86,311 4,000 90,311

  合　　　　　計 87,311 4,000 91,311

款 項 補正前の額 補　正　額 計

会費収入

会費収入

繰越金

繰越金

　　　　　　　歳　　　　　入　　　　　  合　　　　　計

歳　出

勤労者福祉サービスセンター事業費

款 項

勤労者福祉サービスセンター事業費

　　　　　　　歳　　　　　出　　　　　

補正前の額 補　正　額 計
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 議案第１０９号  

 

令和７年度松山市水道事業会計補正予算（第１号）  

 

（総則）  

第１条  令和７年度松山市水道事業会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

（債務負担行為の補正）  

第２条  令和７年度松山市水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額に，次

のとおり追加する。  

事                    項 期      間 限    度    額 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 等 の 更 新 ・ 改 良 事 業  

（ 別 府 町 ほ か ） 

令和７年度から 

令和８年度まで 

千円 

  ２９，１００ 

 

 

               令和７年１１月２８日提出  

 

                              松山市長     野     志     克     仁  
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 議案第１１０号  
 

令和７年度松山市下水道事業会計補正予算（第１号）  
 

 （総則）  

第１条  令和７年度松山市下水道事業会計の補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。  

（債務負担行為の補正）  

第２条  令和７年度松山市下水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額に，

次のとおり追加する。  

 公共下水道  

事                    項 期      間 限    度    額 

中 央 処 理 区 管 渠 整 備 事 業 

（ 松 末 一 丁 目 ほ か ） 

令和７年度から 

令和８年度まで 

千円 

 １０，５００ 

西 部 処 理 区 管 渠 整 備 事 業 

（ 久 万 ノ 台 ） 

令和７年度から 

令和８年度まで 

 

  ８，４００ 

北 部 処 理 区 管 渠 整 備 事 業 

（ 福 角 町 ） 

令和７年度から 

令和８年度まで 

 

  ８，４００ 

 
 

                令和７年１１月２８日提出  

                              松山市長  野   志   克   仁  
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